
2026(令和 8)年度 学校評価・改善制度実施について 

米子松蔭高等学校 

１．目的 

  15歳人口の減少が進行する中で、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開していくことが一層重要と 

なっている。 

また、今まで以上に家庭や地域社会と連携・協働することが求められている。 

さらに、開かれた学校づくりの観点からも、学校はより積極的に自校の教育活動等を自己評価・自己点検し、

その結果を学校だけのものとせず、学校運営の成果や課題、課題解決に向けた改善・更新策等の様々な情報を、

保護者や地域に積極的に提供することによって、保護者や地域等の信頼に応える「魅力ある学校づくり」を進

めることが必要となっている。 

  そこで、次の点を目的として学校評価を実施する。 

（１）教育活動全般について総合的に評価・点検し、改善点を明らかにする。 

（２）評価結果をもとに改善点について検討しその改善を図ると共に、設置者に評価結果及び改善策を報告する。 

２．学校評価の方法 

（１）【自己評価・改善】 

教職員が行う評価・改善 

○全教職員が参加し、分掌ごとに予め設定した具体的かつ明確な目標等に照らして、その達成状況を把握

し、取組の適切さ等について評価・改善を行うことを基本とする。評価資料としてアンケート等を活用

する。また評価・改善結果について、ホームページ等にてわかりやすく公表する。 

（２）【学校関係者評価】 

学校関係者（松萌会役員・学校評議員等）が行う評価 

 ○松萌会役員・学校評議員等が、自己評価・改善結果及び学校の教育活動の視察、各種の学校資料、意見

交換等を通じて評価を行うことを基本とする。 

３．具体的な実施について 

（１）【自己評価・改善】～各分掌における評価・改善を基本とする。なお、中間評価および最終評価は右で評

価する。（Ａ 達成できた Ｂ 概ね達成できた Ｃ やや不十分な点あり Ｄ かなり改善の余地あり 

Ｅ 全く不十分 （ ） 評価せずまたは評価できず） 

  ａ．今年度の重点目標の提示を受け、４月末までに各分掌において、現状及び目標（年度末目指す姿）、

目標達成ための方策を決定し、教頭を通じて校長に提出する。さらに、学校作り委員会で検討する。 

ｂ．５月末までに、職員会議にて各分掌の目標・具体的方策を提示し、共通認識を図る。 

  ｃ．８月中に、各分掌において策定された目標及び目標達成ための方策の達成状況についての中間評価

と経過・達成状況・改善方策について検討し、教頭を通じて校長に提出する。 

ｄ．９月中に、各分掌から提出された中間評価と経過・達成状況・改善方策について、学校づくり委員

会にて検討する。その後、職員会議において各分掌の中間報告・経過・達成状況・改善方策を報告す

る。 

 

 

 

ｅ．１０月下旬までに、学校ＨＰに各分掌の中間評価・経過・達成状況・改善方策を掲載する。 

ｆ．１２～１月中に、各分掌において、目標の達成状況の最終評価と経過・達成状況・改善方策などを

検討する。 

ｇ．２月中旬までに、最終評価（目標の達成状況）・経過・達成状況・改善方策などを記入し、教頭を

通じて校長に提出する。２月中に各分掌部長・主任会を開き、各分掌の最終評価等について検討する。

その後、職員会議を開き各分掌の最終評価等を報告する。 

   ※各分掌の範囲 

     教務部、総務部、進路指導部、生徒指導部、人権教育推進部、教育相談・支援、広報、生徒会、

各学年部とする。 

（２）【学校関係者評価】 

  ａ．松萌会役員による評価は、自己評価・改善結果等をもとに行う。また、教育活動の視察、教職員と

の意見交換及び進路状況・部活動状況・学校行事等のデータを活用し、評価する。（３月中旬まで） 

  ｂ．学校評議員による評価は、進路状況・部活動状況・学校行事等のデータ及び、自己評価・改善結果

と松萌会役員評価結果をもとに実施する。また、教育活動等の視察及び教職員との意見交換も実施し、

評価の資料とする。（３月下旬までに） 

４．改善に向けた評価結果の活用について 

（１）【自己評価・改善】 

        各分掌の自己評価結果及び改善点を全教職員の共通認識とするために年度末に職員会議等にお

いて検討し、より良い本校教育の進展に努める。また、職員会議における検討結果を最終的な自

己評価・改善結果として、３月末までにホームページで公表する。 

   （２）【学校関係者評価】 

        学校関係者（松萌会役員・学校評議員等）が行う評価を全教職員の共通認識とするために年度

末に職員会議等において周知し、より良い本校教育の進展に努める。 


